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資料１（第１号） 適格電気通信事業者ごとに算定し 

た負担すべき額の合計額  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



適格電気通信事業者ごとに算定した負担すべき額の合計額

適格徒王気通信事業者ごとに算定した負担すべき雛の合計櫛については､各適格氾気通僧姉業者に係る

接続電気通信事業者等ごとの負担金の額を､負担金を納付すべき全ての接続電気通信事業者等について

合計した額とする｡

○東日本電信亀話株式会社に係る負担すべき額の合計徴 
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Cは､東 日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額

〔-18,039,790,825円〕
 

ceは､東日本電信電話株式会社の補てん対象額 〔-10,767,238,196円〕
 

sT 〔 50685円〕
は､支援機関事務費の額 -6,9,2


〟は､最終算定月 〔-平成 21年 12月予定〕
 

tは､各月 (平成 21年 1月予定～最終算定月)
 

ELは､ t･月の東日本犯信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数
 

Ftは､ t月の負担事業者数
 

Nlt '
'は､ t月における 1番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数
 

(1'は､1-Ftまでの整数値をとる)
 

NLは､ t月の各接続偲気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数
 

(Nは､Nl,Nt ･･･,NFttのうちの対応する値)
t t 2 ,


Nnは､n月 (最終算定月)の各接続犯気通イ言事業者等の算定対象電気通信番号の数
 

(佃 は､Nn 2 ,-,Nt
l,Nn Fnのうちの対応する値) 

Mnは､n月 ( ( 言事業者等の算定対故TLL最終算定月)の算定対象電気通信番号の総数 接続電気通イ r気

通信番号の合計数に適格電気通信事業者である東日本氾信電話株式会社の算定対象電気通信番号の

数を加えたものをいう) 

petは､ t月の番号卵価 (番号単価は､平成 18年総務省告示第 429号に従って算定する｡また､

原則として平成 21年 4月に修正し､同年 7月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適用する)



〔平成２１年１月予定～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は、4.77488383

円／月・番号〕 

n’は、前年度の最終算定月〔＝平成２０年１２月予定〕 

t’は、前年度の各月（平成２０年１月～前年度の最終算定月） 

Et’は、t’月の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

En’は、n’月（前年度の最終算定月）の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft’は、t’月の負担事業者数 

Nit’は、t’月における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nin’は、n’月（前年度の最終算定月）における i 番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通

信番号の数（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nn’は、n’月（前年度の最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Nn’は、N1n’，N2n’，…，NFtn’のうちの対応する値） 

Mn’は、n’月（前年度の最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算

定対象電気通信番号の合計数に適格電気通信事業者である東日本電信電話株式会社の算定対象電気

通信番号の数を加えたものをいう） 

Pet’は、t’月の番号単価〔平成２０年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番

号単価は 3.52441362 円／月・番号、平成２０年７月～１２月の各月末の算定対象電気通信番号に適

用する番号単価は 3.53123822 円／月・番号〕 

Pen’は、n’月（前年度の最終算定月）の番号単価 

Ze は、前年度の最終算定月における東日本電信電話株式会社の補てん対象額と東日本電信電話株式

会社に係る支援機関事務費の額の合計額と同額になるために必要な額 
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C’は、前年度の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額

〔＝13,560,815,604 円〕 

Ce’は、前年度の東日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝7,965,653,876 円〕 

S’は、前年度の支援機関事務費の額〔＝66,937,895 円〕 

 

 

 

○西日本電信電話株式会社に係る負担すべき額の合計額 
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＋Pwn’・Nn’－Zw・Nn’/Mn’〕 

 

 

C は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額 

〔＝18,039,790,825 円〕 

Cw は、西日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝7,272,552,629 円〕 

S は、支援機関事務費の額〔＝65,096,348 円〕 

n は、最終算定月〔＝平成２１年１２月予定〕 

t は、各月（平成２１年１月予定～最終算定月） 

Wt は、t月の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft は、t月の負担事業者数 

Nit は、t月における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft までの整数値をとる） 

Nt は、t月の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Nt は、N1t，N2t，…，NFtt のうちの対応する値） 

Nn は、n月（最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Nn は、N1n，N2n，…，NFtn のうちの対応する値） 

Mn は、n 月（最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定対象電気

通信番号の合計数に適格電気通信事業者である西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の

数を加えたものをいう） 

Pwt は、t 月の番号単価（番号単価は、平成１８年総務省告示第４２９号に従って算定する。また、

原則として平成２１年４月に修正し、同年７月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適用する）

〔平成２１年１月予定～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は、3.22511617

円／月・番号〕 

n’は、前年度の最終算定月〔＝平成２０年１２月予定〕 

t’は、前年度の各月（平成２０年１月～前年度の最終算定月） 

Wt’は、t’月の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Wn’は、n’月（前年度の最終算定月）の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft’は、t’月の負担事業者数 

Nit’は、t’月における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nin’は、n’月（前年度の最終算定月）における i 番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通

信番号の数（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nn’は、n’月（前年度の最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Nn’は、N1n’，N2n’，…，NFtn’のうちの対応する値） 

Mn’は、n’月（前年度の最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算

定対象電気通信番号の合計数に適格電気通信事業者である西日本電信電話株式会社の算定対象電気



通信番号の数を加えたものをいう） 

Pwt’は、t’月の番号単価〔平成２０年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番

号単価は 2.47558638 円／月・番号、平成２０年７月～１２月の各月末の算定対象電気通信番号に適

用する番号単価は 2.46876178 円／月・番号〕 

Pwn’は、n’月（前年度の最終算定月）の番号単価 

Zw は、前年度の最終算定月における西日本電信電話株式会社の補てん対象額と西日本電信電話株式

会社に係る支援機関事務費の額の合計額と同額になるために必要な額 
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C’は、前年度の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額

〔＝13,560,815,604 円〕 

Cw’は、前年度の西日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝5,595,161,728 円〕 

S’は、前年度の支援機関事務費の額〔＝66,937,895 円〕 

 

 

※ 各接続電気通信事業者等（適格電気通信事業者であるものを除く。）の負担金の総額（適格電気

通信事業者ごとに算定した負担金の合計額をいう。）の当該接続電気通信事業者等の算定対象収益

の額に占める割合が限度割合を超える場合には、当該負担金の総額は当該算定対象収益の額に限

度割合（３％）を乗じて得た額とする（整数未満の端数は四捨五入）。 

 

※ 各適格電気通信事業者における「負担金の額と当該適格電気通信事業者に係る算定自己負担額

の合計額（以下「負担金等の額」という。）の当該適格電気通信事業者の算定対象収益の額に占め

る割合が限度割合（３％）を超える場合には、当該負担金等の額は当該算定対象収益の額に限度

割合を乗じて得た額とする（整数未満の端数は四捨五入）。 

 

※ 端数処理については、算定規則の規定に従って行い、それでもなお乗じて計算した場合に整数

未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する。 

また、端数処理の結果、算定した額の合計が案分する前の元額と一致しない場合は、額が最大

となっているもので調整する。 

 

※ 前年度の最終算定月が算定対象電気通信番号の数の変動に伴って予定（平成２０年１２月）から

変更となる場合、「平成２１年１月」とあるところを変更となる月数分変更する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２（第２号） 接続電気通信事業者等ごとの負担 

金の額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

接続電気通信事業者等ごとの負担金の額について 

 

 

○ 負担金を納付すべき接続電気通信事業者等ごとの負担金の額（東日本電信電話株式会社に係るもの

と西日本電信電話株式会社に係るものを合計した金額）は、以下のとおりである。 

 

 

各接続電気通信事業者等の負担金の額 
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C は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額 

〔＝18,039,790,825円〕 

Ce は、東日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝10,767,238,196 円〕 

Cw は、西日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝7,272,552,629 円〕 

S は、支援機関事務費の額〔＝65,096,348 円〕 

n は、最終算定月〔＝平成２１年１２月予定〕 

t は、各月（平成２１年１月予定～最終算定月） 

Et は、t月の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Wt は、t月の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft は、t月の負担事業者数 

Nit は、t月における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft までの整数値をとる） 

Nt は、t月の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Nt は、N1t，N2t，…，NFtt のうちの対応する値） 

Nn は、n月（最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Nn は、N1n，N2n，…，NFtn のうちの対応する値） 



Mn は、n 月（最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定対象

電気通信番号の合計数に適格電気通信事業者の算定対象電気通信番号の数を加えたものをい

う） 

Pet は、t月の番号単価（番号単価は、平成１８年総務省告示第４２９号に従って算定する。ま

た、原則として平成２１年４月に修正し、同年７月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適

用する）〔平成２１年１月予定～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は、

4.77488383 円／月・番号〕 

Pwt は、t月の番号単価（番号単価は、平成１８年総務省告示第４２９号に従って算定する。ま

た、原則として平成２１年４月に修正し、同年７月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適

用する）〔平成２１年１月予定～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は、

3.22511617 円／月・番号〕 

n’は、前年度の最終算定月〔＝平成２０年１２月予定〕 

t’は、前年度の各月（平成２０年１月～前年度の最終算定月） 

Et’は、t’月の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

En’は、n’月（前年度の最終算定月）の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Wt’は、t’月の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Wn’は、n’月（前年度の最終算定月）の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft’は、t’月の負担事業者数 

Nit’は、t’月における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nin’は、n’月（前年度の最終算定月）における i 番目の接続電気通信事業者等の算定対象電

気通信番号の数（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nn’は、n’月（前年度の最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数

（Nn’は、N1n’，N2n’，…，NFtn’のうちの対応する値） 

Mn’は、n’月（前年度の最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等

の算定対象電気通信番号の合計数に適格電気通信事業者の算定対象電気通信番号の数を加えた

ものをいう） 

Pet’は、t’月の番号単価〔平成２０年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用す

る番号単価は 3.52441362 円／月・番号、平成２０年７月～１２月の各月末の算定対象電気通信

番号に適用する番号単価は 3.53123822 円／月・番号〕 

Pwt’は、t’月の番号単価〔平成２０年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用す

る番号単価は 2.47558638 円／月・番号、平成２０年７月～１２月の各月末の算定対象電気通信

番号に適用する番号単価は 2.46876178 円／月・番号〕 

Pen’は、n’月（前年度の最終算定月）の番号単価 

Ze は、前年度の最終算定月における東日本電信電話株式会社の補てん対象額と東日本電信電話

株式会社に係る支援機関事務費の額の合計額と同額になるために必要な額 



〔＝Ce’＋S’・Ce’/C’－ （ ）－  〕 

Zw は、前年度の最終算定月における西日本電信電話株式会社の補てん対象額と西日本電信電話

株式会社に係る支援機関事務費の額の合計額と同額になるために必要な額 
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C’は、前年度の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計

額〔＝13,560,815,604 円〕 

Ce’は、前年度の東日本電信電話株式会社の補てん対象額 

〔＝7,965,653,876 円〕 

Cw’は、前年度の西日本電信電話株式会社の補てん対象額 

〔＝5,595,161,728 円〕 

S’は、前年度の支援機関事務費の額〔＝66,937,895 円〕 

 

 

※ 各接続電気通信事業者等（適格電気通信事業者であるものを除く。）の負担金の総額（適格電気通

信事業者ごとに算定した負担金の合計額をいう。）の当該接続電気通信事業者等の算定対象収益の額

に占める割合が限度割合を超える場合には、当該負担金の総額は当該算定対象収益の額に限度割合

（３％）を乗じて得た額とする（整数未満の端数は四捨五入）。 

 

※ 各適格電気通信事業者における「負担金の額と当該適格電気通信事業者に係る算定自己負担額の合

計額（以下「負担金等の額」という。）の当該適格電気通信事業者の算定対象収益の額に占める割合

が限度割合（３％）を超える場合には、当該負担金等の額は当該算定対象収益の額に限度割合を乗じ

て得た額とする（整数未満の端数は四捨五入）。 

 

※ 端数処理については、算定規則の規定に従って行い、それでもなお乗じて計算した場合に整数未満

の端数があるときは、当該端数を四捨五入する。 

また、端数処理の結果、算定した額の合計が案分する前の元額と一致しない場合は、額が最大とな

っているもので調整する。 

 

※ 前年度の最終算定月が算定対象電気通信番号の数の変動に伴って予定（平成２０年１２月）から変

更となる場合、「平成２１年１月」とあるところを変更となる月数分変更する。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３（第３号） 第２５条第１項又は第３項の規定 

に基づき算定対象電気通信事業者 

から提出された書類の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 25 条第 1項又は第 3項の規定に基づき 

算定対象電気通信事業者から提出された書類の写し 

 

 

 

算定規則第25条第1項又は第3項の規定に基づき算定対象電気通信事業者から提出された

書類の写しは、別添のとおり。 

 

 

 

（注）提出期限である平成 20 年 8 月の翌月から７月を経過した日の前日までに新たに電気通信

番号を最終利用者に付与した基準を超える算定対象電気通信事業者については、電気通信

事業者からの提出があり次第、速やかに総務大臣あてに報告することとする。 

 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年８月 11 日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 アイテック阪急阪神株式会社  

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 
 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

事業年度の始期及び終期 ４月 ～ 翌年３月 

収益額の算定根拠（注２）  

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年８月５日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 アットネットホーム株式会社  

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 
始期：平成１９年１月１日 

終期：平成１９年１２月３１日 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

平成２０年 ８月２9 日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 イー・モバイル株式会社      

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算定 

した収益の額（注１） 

 

算定規則第２４条第１項各号に

掲げる電気通信の役務の提供の

関し、接続協定等を締結してい

る電気通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄又は

別紙に記入願います。）。 

 

事業年度の始期及び終期 平成 19 年 4 月～平成 20 年 3 月 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 

  基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算 

定規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

           平成 20 年 8 月 30 日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

                         事業者名 ： 株式会社ウィルコム         

 区 分         内     容 

 

算定規則第２４条により算定 

した収益の額 （注１） 

 

 

算定規則第２４条第１項各号に 

掲げる電気通信の役務の提供の 

関し、接続協定等を締結している

電気通信事業者の氏名又は名称

（全ての事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

事業年度の始期及び終期 

 

 

平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日 

 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期 

 限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額 

  のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内 

  訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記 

  願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年８月１２日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 株式会社ＳＴＮｅｔ       

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 

  基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算 

定規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

           平成 20 年 8 月 29 日 

 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

             事業者名 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー   

 区 分         内     容 

 

算定規則第２４条により算定 

した収益の額 （注１） 

 

 

算定規則第２４条第１項各号に 

掲げる電気通信の役務の提供に 

関し、接続協定等を締結してい

る電気通信事業者の氏名又は名

称 

 

 

事業年度の始期及び終期 

 

4 月 1 日～３月３１日 

 

 

 

 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期 

 限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額 

  のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内 

  訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記 

  願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年８月１９日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  ＮＴＴコミュニケーションズ㈱    

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 ２００７年４月１日から２００８年３月３１日まで 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年 ８月 ２２日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ   

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 平成 1９年 4 月 1 日から平成２０年 3 月 31 日まで 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 

  基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算 

定規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

           平成 20 年８月２９日 

 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

             事業者名 株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト 

 区 分         内     容 

算定規則第２４条により算定 

した収益の額 （注１） 
 

算定規則第２４条第１項各号に 

掲げる電気通信の役務の提供に 

関し、接続協定等を締結してい

る電気通信事業者の氏名又は名

称 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業年度の始期及び終期 始期：４月 1 日、終期：３月 31 日 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期 

 限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額 

  のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内 

  訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記 

  願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 

  基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算 

定規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

平成 20 年８月 11 日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

            事業者名 株式会社NTTPCコミュニケーションズ 

 区 分         内     容 

算定規則第２４条により算定 

した収益の額 （注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各号に 

掲げる電気通信の役務の提供の 

関し、接続協定等を締結してい

る電気通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄又は

別紙に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 始期：４月１日  終期：３月３１日 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期 

 限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額 

  のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内 

  訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記 

  願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年８月１３日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名   株式会社ＮＴＴぷらら   

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 
注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入願

います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 



ＥＣ発 通企第５号 

算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年 ８月 20 日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 ４月１日から翌年３月３１日 

収益額の算定根拠（注２） 
 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年 ８月 20 日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 沖縄セルラー電話 株式会社       

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 
自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年８月１８日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 関西マルチメディアサービス株式会社  

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 平成１９年１月～１２月末 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年 ８月２５日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 九州通信ネットワーク株式会社  

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 平成１９年４月１日 ～ 平成２０年３月３１日 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 

 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年８月２９日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 株式会社ケーブルネット神戸芦屋  

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 

始期：平成１９年１月１日 

終期：平成１９年１２月３１日 

 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年 ８月 ６日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 株式会社ケーブルネット下関      

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 

始期：平成 1９年 1 月 1 日 

終期：平成 1９年 12 月 31 日 

 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年 ８月 11 日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 株式会社ケーブルビジョン 21 

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 

始期：平成 1９年 1 月 1 日 

終期：平成 1９年 12 月 31 日 

 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年 ８月 ２０日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  ＫＤＤＩ株式会社         

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 

 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年８月２９日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  KMN株式会社 

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 4 月 1 日～3 月 31 日 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 
 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年８月１日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 ＫＶＨ株式会社 

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 
 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 
始期：毎年１月１日 

終期：毎年１２月３１日 

収益額の算定根拠（注２）  

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超えることとなった）

事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額のうち営業収益（電気通信

事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入願います（内訳の

算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 



に掲 の

算定規則第２５条に基づく収益額

　基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」という。）第２５条に基づく
収益額について以下のとおり提出します。

平成20年8月11日

（社）電気通信事業者協会 支援業務室　殿

事業者名　㈱ケイ・オプティコム

区　分 内　　　　　容

算定規則第２４条により算定
した収益の額

算定規則第２４条第１項各号
に掲げる電気通信役務の提供げる電気通信役務 提供
に関し、接続協定等を締結し
ている電気通信事業者の氏名
又は名称

事業年度の始期及び終期 平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで

収益額の算定根拠



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年 ８月 12 日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  株式会社ジェイコムウエスト    

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 

始期：平成 1９年 1 月 1 日 

終期：平成 1９年 12 月 31 日 

 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年 ８月 29 日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 株式会社 ジェイコム関東     

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 

始期：平成 1９年 1 月 1 日 

終期：平成 1９年 12 月 31 日 

 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年 ８月 26 日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 株式会社ジェイコム北九州  

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 

始期：平成 1９年 1 月 1 日 

終期：平成 1９年 12 月 31 日 

 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年 ８月 20 日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 株式会社ジェイコムさいたま                  

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 

始期：平成 1９年 1 月 1 日 

終期：平成 1９年 12 月 31 日 

 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年 ８月 1 日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 株式会社ジェイコム湘南 

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 

始期：平成 1９年 1 月 1 日 

終期：平成 1９年 12 月 31 日 

 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年 8 月 5 日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 株式会社ジェイコム千葉   

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 平成 19 年 1 月から 12 月 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年 ８月 ６日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 株式会社ジェイコム東京  

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 

始期：平成 1９年 1 月 1 日 

終期：平成 1９年 12 月 31 日 

 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年 ８月 ５日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名  株式会社ＺＴＶ   

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 2007 年 4 月～2008 年 3 月 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年 ８月２８日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名   ソフトバンクテレコム株式会社  

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

事業年度の始期及び終期 
・ 始期 ： 平成 1９年 4 月 1 日 

・ 終期 ： 平成２０年 3 月 31 日 

収益額の算定根拠（注２）  

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規

則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

平成 20 年 8 月 29 日 
 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

             事業者名 ソフトバンクBB株式会社       

 区 分         内     容 

 

算定規則第２４条により算定 

した収益の額 （注１） 

 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各号に 

掲げる電気通信の役務の提供の 

関し、接続協定等を締結してい

る電気通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄又は

別紙に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 

 

 

（始）平成 19 年 4 月 1 日 

（終）平成 20 年 3 月 31 日 

 

 

 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期 

 限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額 

  のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内 

  訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記 

  願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 

 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」とい

う。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成 20年 8月 19日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 ソフトバンクモバイル株式会社 

 

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算定した

収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各号に掲

げる電気通信の役務の提供に関し、

接続協定等を締結している電気通

信事業者の氏名又は名称（全ての事

業者名を右欄又は別紙に記入願い

ます。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 ・平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期限後、超え

ることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額のうち営業収

益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内訳を記入願

います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年 ８月 ８日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名   中部ﾃﾚｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ株式会社  

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年 ８月 28 日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名   土浦ケーブルテレビ株式会社  

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 

始期：平成 1９年 1 月 1 日 

終期：平成 1９年 12 月 31 日 

 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年８月１４日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 東北インテリジェント通信株式会社   

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。  
 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年 8 月 18 日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 株式会社 長野県協同電算   

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 平成１９年４月から平成２０年３月 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 

  基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算 

定規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

           平成２０年８月２９日 

 

（社）電気通信事業者協会 殿 

 

事 西業者名 日本電信電話株式会社 

 

        区 分        内     容 

 

算定規則第２４条により算定した

収益の額  

 

 

 

算定規則第２４条第１項各号に 

掲げる電気通信の役務の提供に 

関し、接続協定等を締結している

電気通信事業者の氏名又は名称 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 

 

 

平成１９年 4 月 1 日から平成２０年 3 月 31 日まで 

 

 

 

収益額の算定根拠 

 

 

 

 

 

 

 



算定規則第２５条に基づく収益額 

  基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算 

定規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

           平成２０年８月２９日 

 

（社）電気通信事業者協会 殿 

 

事 東業者名 日本電信電話株式会社 

 

        区 分        内     容 

 

算定規則第２４条により算定した

収益の額  

 

 

 

算定規則第２４条第１項各号に 

掲げる電気通信の役務の提供に 

関し、接続協定等を締結している

電気通信事業者の氏名又は名称 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 

 

 

平成 1９年 4 月 1 日から平成２０年 3 月 31 日まで 

 

 

 

収益額の算定根拠 

 

 

 

 

 

 

 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年 ８月 13 日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 福岡ケーブルネットワーク株式会社 

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 

始期：平成 1９年 1 月 1 日 

終期：平成 1９年 12 月 31 日 

 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 
 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

 

平成２０年８月２１日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

事業者名 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算

定した収益の額（注１） 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各

号に掲げる電気通信の役務

の提供に関し、接続協定等

を締結している電気通信事

業者の氏名又は名称（全て

の事業者名を右欄又は別紙

に記入願います。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 平成１９年４月 1 日から平成２０年３月３１日まで 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期

限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額

のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内

訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明

記願います。）。 
 



算定規則第２５条に基づく収益額 

  基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算 

定規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

           平成 20 年６月６日 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

             事業者名   ベライゾンジャパン合同会社    

 区 分         内     容 

 

算定規則第２４条により算定 

した収益の額 （注１） 

 

 

 

 

算定規則第２４条第１項各号に 

掲げる電気通信の役務の提供の 

関し、接続協定等を締結してい

る電気通信事業者の氏名又は名

称（全ての事業者名を右欄又は

別紙に記入願います。）。 

 

 

事業年度の始期及び終期 

 

 

1 月～12 月 

 

 

 

収益額の算定根拠（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○算定規則第２４条に基づき算定した収益額が１０億円を超える（又は提出期 

 限後、超えることとなった）事業者が提出するものです。 

○算定規則第２５条に基づく内容であれば、この様式以外でも支障ありません。 

注１ 収益の額は、電気通信事業報告規則 様式 21（第６条関係）の報告金額 

  のうち営業収益（電気通信事業）の額と同額となります。 

注２ 収益額の算定根拠には、音声伝送役務、専用役務、データ伝送役務の内 

  訳を記入願います（内訳の算出が困難な場合は、具体的な算出方法を明記 

  願います。）。 



算定規則第２５条に基づく収益額 

  基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算 

定規則」という。）第２５条に基づく収益額について以下のとおり提出します。 

平成 20 年８月 6 日 

 

（社）電気通信事業者協会 支援業務室 殿 

 

             事業者名     株式会社ＵＣＯＭ      

区 分 内     容 

算定規則第２４条により算定 

した収益の額 

算定規則第２４条第１項各号に 

掲げる電気通信の役務の提供に 

関し、接続協定等を締結してい

る電気通信事業者の氏名又は名

称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年度の始期及び終期 自 平成 18 年９月１日 至 平成 19 年８月 31 日 

収益額の算定根拠  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４（第４号） 算定対象電気通信事業者の算定対 

象収益の算定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



算定対象収益の算定方法 

算定対象収益は、算定対象電通審事業所から算定規則第２５条第１項又は第３項に規定により提出さ

れた収益の額に基づき、同第２４条の規定に従って、次のとおり算定する。 

（事業社名 五十音順） 

算定対象電気通信事業者名 
提出された 

収益の額 

事業年度の期

間 

 算定対象 

収益の額 月数 

ｱｲﾃｯｸ阪神株式会社 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

ｱｯﾄﾈｯﾄﾎｰﾑ株式会社 
H19 年 1 月～

H19 年 12 月 
12 月 

ｲｰ･ﾓﾊﾞｲﾙ株式会社 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

株式会社ｳｨﾙｺﾑ 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

株式会社ＳＴNet 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ ｴﾑｲｰ 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ ﾈｵﾒｲﾄ 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ  

ﾋﾟｰｼｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 

H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

株式会社ＮＴＴぷらら 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

株式会社ｴﾈﾙｷﾞｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

沖縄ｾﾙﾗｰ電話株式会社 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

関西ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽ株式会社 
H19 年 1 月～

H19 年 12 月 
12 月 

九州通信ﾈｯﾄﾜｰｸ株式会社 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

 

 



算定対象電気通信事業者名 
提出された 

収益の額 

事業年度の期

間 

 算定対象 

収益の額 月数 

株式会社ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄ神戸芦屋 
H19 年 1 月～

H19 年 12 月 
12 月 

株式会社ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄ下関 
H19 年 1 月～

H19 年 12 月 
12 月 

ＫＤＤＩ株式会社 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

ＫＭＮ株式会社 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

ＫＶＨ株式会社 
H19 年 1 月～

H19 年 12 月 
12 月 

株式会社ｹｲ･ｵﾌﾟﾃｨｺﾑ 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

株式会社ｼﾞｪｲｺﾑｳｴｽﾄ 
H19 年 1 月～

H19 年 12 月 
12 月 

株式会社ｼﾞｪｲｺﾑ関東 
H19 年 1 月～

H19 年 12 月 
12 月 

株式会社ｼﾞｪｲｺﾑ北九州 
H19 年 1 月～

H19 年 12 月 
12 月 

株式会社ｼﾞｪｲｺﾑさいたま 
H19 年 1 月～

H19 年 12 月 
12 月 

株式会社ｼﾞｪｲｺﾑ湘南 
H19 年 1 月～

H19 年 12 月 
12 月 

株式会社ｼﾞｪｲｺﾑ千葉 
H19 年 1 月～

H19 年 12 月 
12 月 

株式会社ｼﾞｪｲｺﾑ東京 
H19 年 1 月～

H19 年 12 月 
12 月 

株式会社ｼﾞｪｲｺﾑ福岡 ※(注２) 
H19 年 1 月～

H19 年 12 月 
12 月 

株式会社ＺＴＶ 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

 

 

 

 

 



算定対象電気通信事業者名 
提出された 

収益の額 

事業年度の期

間 

 算定対象 

収益の額 月数 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ株式会社 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸＢＢ株式会社 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ株式会社 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

中部ﾃﾚｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ株式会社 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

土浦ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ株式会社 
H19 年 1 月～

H19 年 12 月 
12 月 

東北ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ通信株式会社 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

株式会社長野県協同電算 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

西日本電信電話株式会社 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

東日本電信電話株式会社 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

ﾌｭｰｼﾞｮﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 
H19 年 4 月～

H20 年 3 月 
12 月 

ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ合同会社 
H19 年 1 月～

H19 年 12 月 
12 月 

株式会社ＵＣＯＭ 
H18 年 9 月～

H19 年 8 月 
12 月 

 

(注１) 提出期限である平成２０年８月の翌月から７月を経過した日の前日までに新たに電気通信番

号を最終利用者に付与した基準を超える算定対象電気通信事業については、電気通信事業者

からの提出があり次第、速やかに総務大臣あてに報告することとする。 

 

(注２) 平成２０年９月１日付で㈱ケーブルビジョン２１と福岡ケーブルネットワーク㈱が合併し、

新会社名「㈱ジェイコム福岡」となったため、㈱ジェイコム福岡は２社を合算した金額とな

ります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５（第５号、６号） 負担金の徴収方法及び納付 

期限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



負担金の徴収方法及び納付期限 
 

(1)負担金の納付手段 

負担金の納付は銀行振込により行うものとする。 

負担金の振込手数料の負担は、負担金を納付する接続電気通信事業者等が負うも

のとする。 

 

(2)負担金額の通知 

負担金の納付額等を相互に確認するため、負担金を納付すべき接続電気通信事業

者等に対し、以下の事項を通知する。 

① 各月の負担金の額 

② 納付期限 

③ 納付する口座名義・口座番号 

なお、各接続電気通信事業者等に対する負担金額の通知については、平成２０年

１２月から最終算定月までの各月の算定対象電気通信番号に係る負担金の額を、そ

れぞれ金額の確定する平成２１年３月以降毎月行うこととする。 

 

(3)負担金の納付期限 

毎月の負担金額の通知の日の属する月の２５日までとする。 

 

(4)延滞金の納付 

納付期限までに負担金が納付されない場合は、納付期限の翌日から納付する日ま

での日数について、日１万分の４の割合を乗じた延滞金を納付するものとする。 

 

(5) 負担金の徴収に係る銀行口座のセキュリティ対策 
支援機関の負担金の徴収に係る銀行口座については、以下のセキュリティ対策を講

じるものとする。 
① 決済性預金口座とし、預金額が全額保障されているものであること 
② 当該口座からの振込先を各適格電気通信事業者及び支援機関事務経費用の口座に

限定する。 
③ 振込手続きに係るシステム操作の認証強化（予め特定された者による認証操作を

要するものとする） 
④ 預金通帳を隔離し、現金引出しを困難とする。 
⑤ ネットバンクシステムを活用し、口座管理の迅速性を確保する。 

 

※ 前年度の最終算定月が算定対象電気通信番号の数の変動に伴って予定（平成２０年１

２月）から変更となる場合、「平成２０年１２月」、「平成２１年３月」とあるところを

変更となる月数分変更する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料６（第７号） 法第１１２条の規定に基づき区分 

して整理した前年度の支援機関に係 

る経理の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

法第 112 条の規定に基づき区分して整理した 

前年度の支援業務に係る経理の状況 

 

 

別紙 収支計算書のとおり 

 



(単位：円)

予 算 額 ① 決 算 額 ② 差 異 ①－② 備考

 Ⅰ 事業活動収支の部

  １．事業活動収入

   (1)　負 担 金 収 入 12,673,777,284 12,786,390,104 △ 112,612,820 

 　(2)　雑　　収　　入 0 39,953 △ 39,953 

　　　事業活動収入計 12,673,777,284 12,786,430,057 △ 112,652,773 

  ２．事業活動支出

 　(1)　事 業 費 支 出 12,617,297,284 12,711,570,774 △ 94,273,490 

交 付 金 支 出 12,550,241,284 12,662,854,104 △ 112,612,820 

給 料 手 当 支 出 19,060,000 15,597,285 3,462,715 

福 利 厚 生 費 支 出 1,705,000 1,882,539 △ 177,539 

会 議 費 支 出 172,000 52,438 119,562 

旅 費 交 通 費 支 出 500,000 600,856 △ 100,856 

通 信 運 搬 費 支 出 800,000 848,660 △ 48,660 

備 品 費 支 出 400,000 63,840 336,160 

消 耗 品 費 支 出 150,000 567,619 △ 417,619 

印 刷 製 本 費 支 出 147,000 53,235 93,765 

賃 借 公 益 費 支 出 370,000 337,680 32,320 

図 書 費 支 出 100,000 23,820 76,180 

諸 謝 金 支 出 3,742,000 3,251,665 490,335 

周 知 広 報 費 支 出 36,710,000 24,387,801 12,322,199 

支 払 利 息 支 出 3,000,000 932,135 2,067,865 

雑 支 出 200,000 117,097 82,903 

   (2)　管 理 費 支 出 6,942,000 6,986,283 △ 44,283 

役 員 報 酬 支 出 780,000 780,000 0 

給 料 手 当 支 出 2,893,000 2,955,631 △ 62,631 

福 利 厚 生 費 支 出 460,000 475,731 △ 15,731 

収 支 計 算 書
（基礎的電気通信役務支援機関業務特別会計）

  科 　　 目

平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日



旅 費 交 通 費 支 出 88,000 82,824 5,176 

光 熱 水 料 費 支 出 258,000 253,766 4,234 

賃 借 公 益 費 支 出 2,433,000 2,437,131 △ 4,131 

租 税 公 課 支 出 30,000 1,200 28,800 

　　　事業活動支出計 12,624,239,284 12,718,557,057 △ 94,317,773 

　　　　事業活動収支差額 49,538,000 67,873,000 △ 18,335,000 

 Ⅱ 投資活動収支の部

　１．投資活動収入

　　　投資活動収入計 0 0 0 

　２．投資活動支出

   (1)　特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出 503,000 655,000 △ 152,000 

借入金返済引当資産取得支出 0 1,563,105 △ 1,563,105 

   (2)　固定資産取得支出

什 器 備 品 取 得 支 出 0 868,138 △ 868,138 

ソフトウェア取得支出 0 2,100,210 △ 2,100,210 

　　　投資活動支出計 503,000 5,186,453 △ 4,683,453 

　　　　投資活動収支差額 △ 503,000 △ 5,186,453 4,683,453 

 Ⅲ 財務活動収支の部

　１．財務活動収入

   (1)　借 入 金 収 入 68,501,000 273,527,506 △ 205,026,506 

　　　財務活動収入計 68,501,000 273,527,506 △ 205,026,506 

　２．財務活動支出

   (1)　借入金返済支出 123,536,000 328,562,506 △ 205,026,506 

　　　財務活動支出計 123,536,000 328,562,506 △ 205,026,506 

　　　　財務活動収支差額 △ 55,035,000 △ 55,035,000 0 

 Ⅳ 予　備　費　支　出 0 0 0 

　　　　当期収支差額 △ 6,000,000 7,651,547 △ 13,651,547 

　　　　前期繰越収支差額 6,000,000 7,563,105 △ 1,563,105 

　　　　次期繰越収支差額 0 15,214,652 △ 15,214,652 

（注）借入金限度額：ユニバーサルサービス（基礎的電気通信役務）支援機関の業務を円滑に
　　　　　　　　　　遂行するため、平成１８年度末決算における純資産の額を限度として、
　　　　　　　　　　必要最小限の一時借入を行うことができる。



１．資金の範囲

　　資金の範囲には、現金預金、前払金、立替金、未払金、預り金、前受金を

　含めることとしている｡

　　なお、前期末及び当期末残高は、下記２に示すとおりである｡

２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

（単位：円）

科　　　目 前期末残高 当期末残高

　現　金　預　金 12,058,455 16,297,378

　前　　払　　金 0 74,882,166

　立　　替　　金 0 0

合　計 12,058,455 91,179,544

　未　　払　　金 4,495,350 1,144,039

　預　　り　　金 0 0

　前　　受　　金 0 74,820,853

合　計 4,495,350 75,964,892

次期繰越収支差額 7,563,105 15,214,652

収支計算書に対する注記(基礎的電気通信役務支援機関業務特別会計）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７（第８号） 支援業務に係る費用の算定方法及 

びその算定結果 
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支援業務に係る費用の算定方法及びその算定結果 

 

 

１．算定方法 

支援機関の運営に必要な人員に係る人件費、複写経費・備品借料等に係る物件費

等及びユニバーサルサービス制度の周知に必要な新聞広告・パンフレット作成・コ

ールセンタ委託等の支援業務に係る費用から、前期の繰越収支差額を減額して算出。 

 

２．算定結果 

具体的な支援業務に係る費用額は、次のとおり。 

 

区  分 金 額 

(ｱ)支援機関の

運営費用 

(a)人件費 23,763,000 円 

(b)物件費等 15,124,000 円 

(c)小計 38,887,000 円 

(ｲ)周知費用 (a)新聞広告・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成費等 21,000,000 円 

(b)コールセンタ委託費 20,424,000 円 

(c)小計 41,424,000 円 

(ｳ)合計 80,311,000 円 

 

区  分 金 額 

(ｱ)当年度費用額 80,311,000 円 

(ｲ)前期繰越収支差額 15,214,652 円 

(ｳ)差額〔＝(ｱ)－(ｲ)〕 65,096,348 円 
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３．支援業務に係る費用の額を補てん対象額の割合で案分した額の算定 

 

・ＮＴＴ東日本に係る支援業務費用の額 

 金 額 

(ｱ)支援業務に係る費用の額 65,096,348 円 

(ｲ)ＮＴＴ東日本の補てん対象額 10,767,238,196 円 

(ｳ)補てん対象額の合計 18,039,790,825 円 

(ｴ)ＮＴＴ東日本に係る支援業務費用の額 

〔＝(ｱ)×（(ｲ)÷(ｳ)）〕 

38,853,437 円 

 

 

・ＮＴＴ西日本に係る支援業務費用の額 

 金 額 

(ｱ)支援業務に係る費用の額 65,096,348 円 

(ｲ)ＮＴＴ西日本の補てん対象額 7,272,552,629 円 

(ｳ)補てん対象額の合計 18,039,790,825 円 

(ｴ)ＮＴＴ西日本に係る支援業務費用の額 

〔＝(ｱ)×（(ｲ)÷(ｳ)）〕 

26,242,911 円 

 

 

・ 支援業務費用の端数処理について 

上記の算定にあたり、整数未満の端数があるときは、四捨五入する。 

また、端数処理の結果、算定した額の合計が案分する前の元額と一致しない場合、

額が最大となっているもので調整する。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料８  負担金の額について 

 

 



（別表１） 

各接続電気通信事業者等の限度割合を超える場合の負担金の限度額 
 

接続電気通信事業者名 算定対象収益 
限度

割合 
負担金の限度額

ｱｲﾃｯｸ阪神株式会社 3％ 

ｱｯﾄﾈｯﾄﾎｰﾑ株式会社 3％ 

ｲｰ･ﾓﾊﾞｲﾙ株式会社 3％ 

株式会社ｳｨﾙｺﾑ 3％ 

株式会社ＳＴNet 3％ 

株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ ｴﾑｲｰ 3％ 

ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 3％ 

株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ 3％ 

株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ ﾈｵﾒｲﾄ 3％ 

株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ ﾋﾟｰｼｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 3％ 

株式会社ＮＴＴぷらら 3％ 

株式会社ｴﾈﾙｷﾞｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 3％ 

沖縄ｾﾙﾗｰ電話株式会社 3％ 

関西ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽ株式会社 3％ 

九州通信ﾈｯﾄﾜｰｸ株式会社 3％ 

株式会社ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄ神戸芦屋 3％ 

株式会社ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄ下関 3％ 

ＫＤＤＩ株式会社 3％ 

ＫＭＮ株式会社 3％ 

ＫＶＨ株式会社 3％ 

株式会社ｹｲ･ｵﾌﾟﾃｨｺﾑ 3％ 

株式会社ｼﾞｪｲｺﾑｳｴｽﾄ 3％ 

株式会社ｼﾞｪｲｺﾑ関東 3％ 

株式会社ｼﾞｪｲｺﾑ北九州 3％ 

株式会社ｼﾞｪｲｺﾑさいたま 3％ 

株式会社ｼﾞｪｲｺﾑ湘南 3％ 

株式会社ｼﾞｪｲｺﾑ千葉 3％ 

株式会社ｼﾞｪｲｺﾑ東京 3％ 

株式会社ｼﾞｪｲｺﾑ福岡 ※(注２) 3％ 

 

 



 

接続電気通信事業者名 算定対象収益 
限度

割合 
負担金の限度額

株式会社ＺＴＶ 3％ 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ株式会社 3％ 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸＢＢ株式会社 3％ 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ株式会社 3％ 

中部ﾃﾚｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ株式会社 3％ 

土浦ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ株式会社 3％ 

東北ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ通信株式会社 3％ 

株式会社長野県協同電算 3％ 

西日本電信電話株式会社 3％ 

東日本電信電話株式会社 3％ 

ﾌｭｰｼﾞｮﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 3％ 

ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ合同会社 3％ 

株式会社ＵＣＯＭ 3％ 

 

(注１) 提出期限である平成２０年８月の翌月から７月を経過した日の前日まで

に新たに電気通信番号を最終利用者に付与した基準を超える算定対象電

気通信事業については、電気通信事業者からの提出があり次第、すみや

かに総務大臣あてに報告することとする。 

 

(注２) 平成２０年９月１日付で㈱ケーブルビジョン２１と福岡ケーブルネット

ワーク㈱が合併したため、２社の合算した金額となります。 

 

 



 

（別表２） 
 

各適格電気通信事業者の限度割合を超える場合の負担金の限度額 
 

（事業社名 五十音順） 

適格電気通信事業者名 算定対象収益 限度割合 負担金の限度額 

西日本電信電話株式会社 3％ 

東日本電信電話株式会社 3％ 

 

(注） 負担金等は、負担金の額及び算定自己負担額の合計をいう。 
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